
令和２年２月１日号 1617

回 収 場 所 日　程 時　間 問合せ先

アスピアこだま ２月２日㈰
３月１日㈰ 午前９時～11時 ハートtoハート

(佐久間さんち）
☎22-９３００ 本庄市役所 ２月16日㈰ 午前９時～11時

午後１時～３時
本庄南公民館
※布類回収も実施 ２月８日㈯ 午前９時～11時 佐久間さんち

☎22-９３００
就労継続支援Ｂ型事
業所「佐久間さんち｣
　( 本庄高校北側）

２月21日㈮ 随時受付 ポノポノ
☎23-２１９５

集団資源回収予定表　＜回収品目は古紙類・缶類です＞

※天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。

■令和元年 11 月分のごみの量（ｔ）

可燃ごみ 2，395.28　不燃ごみ 135.30　
有害ごみ 1.69　　　資源ごみ 25.17
合計 2，557.44
前年同月の全体量より 3.49％減少し
ました（1 人 1 日当たりのごみ排出量
約 39.9 ｇ減少）。引き続き、ごみの減
量化・資源化に更なるご協力をお願い
します。

　降雪などの悪天候時は、交通事情や道路状況等の影響で通常より収集が遅
れたり、やむをえず収集を中止することがあります。このような場合には、
ごみの排出をできるだけ控えていただき、次回以降の収集日に出していただ
きますようご協力をお願いします。なお、ごみを排出する時は、風にあおら
れたり、足元が滑りやすいなど、大変危険ですので十分注意してください。

ECガイド
悪天候時のごみ収集について

★環境推進課☎ 25- １１７２
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地区名 空き家数

本
庄
地
域

本庄地区 682戸

1,138戸
藤田地区 68戸
仁手地区 34戸
旭地区 200戸
北泉地区 154戸

児
玉
地
域

児玉地区 187戸

568戸
共和地区 112戸
金屋地区 138戸
秋平地区 73戸
本泉地区 58戸
合計 1,706戸

不良度 空き家数 割合
Ａ 　　348戸 20.4％
Ｂ 597戸 35.0％
Ｃ 526戸 30.8％
Ｄ 90戸 5.3％
Ｅ 110戸 6.4％

不明 35戸 2.1％
合計 1,706戸 100％

　空き家や空き地は所有者の財産であり、適正に管理さ
れていないことが原因で他者に損害を与えた場合は、所
有者がその責任を問われます。
　台風が通過する場合などは、空き家から屋根材や雨ど
いなどが飛び散ることもあり、草木が生い茂ることで害
虫の発生や道路への越境、枯れ草による火災発生の危険
性があります。
　空き家や空き地を所有する皆さまには、建物や敷地周
辺を今一度点検すると共に、破損箇所の修繕や草刈りな
どを行い、適正に管理していただくようお願いします。
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空 き 家 を 管 理 す る空 き 家 を 管 理 す る
■建物を放置すると様々な問題が生じます

■お持ちの建物を適切に管理していますか？

○不審者に侵入されるおそれがあり
　ます。

○放火による火災の危険性が高まる
　おそれがあります。

○ゴミ等の放置や不法投棄を招くお
　それがあります。

○建物が傷み、外壁の脱落や屋根瓦
　の落下、塀の破損により近隣や通
　行人の方などにけがをさせるおそ
　れがあります。

空き家の見回りや管理業務を行う民間企業やＮＰＯ法
人などを利用する方法があります。お近くのシルバー人
材センターでも空き家管理のサポート業務を行っていま
す。

建物を売却や賃貸するには定期的に管理して劣化を防ぐことが必要です。

　建物は管理しないと傷んできます。所有者の管理が不適切だったため他人に損害を与
えたときは、所有者が責任を問われる場合があります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼ
さないよう、問題が発生する前に適切な管理を行いましょう。

まずは現地確認から始めましょう。

－自分で管理することが難しい場合は？－

適正に管理されず、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家が増加し
ていることを踏まえ、平成２７年に「空家等対策の推進に関する特別措
置法」が施行されました。
　特に適切に管理されていない空き家は「特定空家等」とされ、所有者等に市町村から指
導などされる場合があります。（助言・指導、勧告、命令、行政代執行の措置が講じられる
場合があります。）

勧告の措置が講じられると、固定資産税の住宅用地の特例（税金の軽減）を受けられな
くなります。

～空き家対策に関する法律が施行～

－空き家を活用するには管理が必要です－

－現地確認のポイント－

□草木を手入れしていますか
草木が生い茂ると害虫の発
生や越境して隣地に迷惑を
かけてしまいます

その他
□ポストにチラシなどがたまっていませんか
□庭にゴミが落ちていませんか
□屋根や外壁が劣化していませんか

□部屋に不審者が侵入した形跡はありませんか
□駐車場や通路などの排水溝が詰まっていませんか
□ベランダが劣化していませんか　など

□フェンスや塀、擁壁が劣化 
   していませんか
　崩れると近隣や通行人の方
   などにけがをさせるおそれ
   があります

□換気や水回りの通水をしてい
ますか
換気不足はカビの原因に、  
水回りの通水を怠ると悪臭
や害虫侵入の原因になります

相談先
【空き家の管理に関すること】
・市町村の空き家対策担当窓口（協定先のシルバー人材センター紹介など）

→P11 市町村の相談先へ
・（公財）いきいき埼玉 ( 埼玉県シルバー人材センター連合） 048-728-7841

※各地域のシルバー人材センターによって業務内容が異なる場合があります
・（公財）日本賃貸住宅管理協会 埼玉県支部　                               048-615-3838

【業務の一例】　空き家の見回り、除草、樹木の伐採・剪定、小修繕　など

埼玉県空き家対策連絡会議

■建物を放置すると様々な問題が生じるおそれがあります
○不審者に侵入されるおそれ
○放火による火災の危険性増
○ゴミ等の放置や不法投棄のおそれ
○建物が傷み、外壁の脱落や屋根瓦
　の落下、塀の破損により近隣や通行
　人の方などにけがをさせるおそれ
○相続が発生すると共有者が増え、売

却等の合意がしにくくなり機を逃
してしまうおそれ

□ブロック塀やフェンス、擁
壁が劣化していませんか
　崩れると近隣や通行人の方な
どにけがをさせるおそれがあ
ります
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出典：パンフレット「空き家管理・活用の道しるべ」
　　　埼玉県空き家対策連絡会議 2019.3より一部抜粋

空き家・空き地を適正に管理しましょう

Ａ 管理に特段問題がなく、現況のまま利用可能な空き家
Ｂ 比較的小規模な修繕で利用可能な空き家
Ｃ 倒壊の可能性はないが、現況のままの利用は困難な空き家
Ｄ 倒壊や部分崩壊等の可能性があり、周辺への影響が懸念される空き家
Ｅ 倒壊や部分崩壊等の可能性が高く、除却や一部修繕等の対応が必要な空き家

不明 調査時に敷地内の草木の繁茂などの原因により、外観目視による不良度
判定ができなかった空き家

調査方法と結果

①地区別空き家数 ②不良度ランク別空き家数

○各不良度における空き家の状態

　「地方公共団体における空家調査の手引き」（国土交通省住宅局）に例示される
現地調査項目を参考に、外観目視にて市内全域の建築物を調査し、空き家の可能
性が高い建築物を抽出しました。また、抽出された建築物については、同時に建
築物自体の不良度の判定を実施し、段階別に評価結果を区分しました。

※不良度におけるランク付けは点数制とな
っているため、各ランクの上位と下位で不
良度に差が生じている場合や、一部に明確
な危険性が見られることで不良度が高くな
っている空き家があります。

★空き家に関すること 都市計画課☎25-１１３６
　空き地に関すること 環境推進課☎25-１１７３、支所環境産業課☎72-１３３４
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